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賃金・所得の実質化についての検討

【検討の趣旨】

〇 我が国の賃金・所得統計について、実質値の国際比較がしやすく、時系列的な連続性を確保する形で、幅広い統計ユー

ザーの便宜に資する統計情報を提供できるよう、検討を行った（2025年4月18日「賃金・所得統計の在り方に関する検討会」）。

【現在の賃金・所得統計の状況】

○ 現在、「毎月勤労統計調査（厚生労働省）」における実質賃金、「家計調査（総務省）」における実質実収入及び「国民経

済計算（内閣府）」における実質雇用者報酬は、持ち家の帰属家賃を除いた物価指数を用いて実質化している。

〇 実質賃金を公表している国において、実質化に用いられている消費者物価指数をみると、

• アメリカ・ドイツは、「総合」で実質化した系列のみを公表、

• イギリスは、「総合」で実質化した系列に加え、補足的な系列として「持家の帰属家賃を除く総合」で実質化した系

列の２系列を公表

していることから、これらの国との比較が難しくなっている。

（参考）経済財政諮問会議（2025年3月24日）

• 実質賃金の動向を適切に把握、評価するためにはその国際比較も重要であり、幅広いユーザーの便宜に資する観点から統計情報を

充実すべき
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「総合」で実質化
「持家の帰属家賃を

除く総合」で実質化

アメリカ、ドイツ ○ ×

イギリス ○ △

日本 × ○
（備考）イギリスでは、２つの物価指標で実質化した系列が公表されているが、帰属家賃を除く総合で実質化した

系列は補足的（supplementary）な指標と記載されている。
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＜対応方針＞

• 以上を踏まえ、次回公表分から、毎月勤労統計、家計調査、国民経済計算において、「持ち家の帰属家賃を除く総合」

及び「総合」による実質値を公表資料に掲載

• また、過去分についても可能な限り遡及しホームページ上に公表

【検討会で出された主な意見】

〇 現在の賃金・所得統計の状況を踏まえると、「毎月勤労統計調査（厚生労働省）」において、現行の実質賃金系列に加え、

国際比較がより容易に可能となるよう、「総合」で実質化した系列を追加的に算出し、統計ユーザーの利便性が高まる形で

統計情報の充実を図ることが適当である。その際、統計作成部局は系列ごとの特徴など丁寧な対外説明を行うことが重要

である。

〇 「家計調査（総務省）」、「国民経済計算（内閣府）」においても実収入、雇用者報酬の実質値を公表しているが、我が国の

賃金・所得統計全体の整合性を確保する観点から、「毎月勤労統計調査（厚生労働省）」と同様の取扱いとすることが適当

である。

〇 今後、追加的に公表される「総合」で実質化した系列について、統計ユーザーの利便性向上に資するよう、各統計におい

て、可能な限り遡及系列を整備すべきである。

（以上）

検討会で出された主な意見 及び
それらを踏まえた対応


